
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

米子商工会議所（法人番号 6270005003197） 

米子市（地方公共団体コード 312029） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

①小規模事業者の競争力の強化を支援することにより、地域全体での所得向上を

実現する 

②小規模事業者のデジタル技術・データ活用による生産性向上や販売促進・販路

開拓を支援することにより、地域全体での稼ぐ力の向上を実現する 

③小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済

を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

小規模事業者に経営環境の変化を周知するため、地域経済分析システム

（RESAS）を活用して外部環境を整理し、ホームページで公表する。また、当

所も、景況調査により変化をタイムリーに捉え、効果的な施策立案に役立てる。 

2. 需要動向調査に関すること 

大手と差別化された商品づくりや消費者ニーズに合った商品づくりのために、消

費者向けおよびバイヤー向けのマーケティング調査を実施し、結果を商品のブラ

ッシュアップに繋げる。 

3. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者自らが自社の現状（経営状況）や経営課題を把握できるよう、経営

分析（定量分析たる財務分析と、定性分析たる非財務分析の双方）を支援する。 

4. 事業計画の策定支援 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏

まえ、事業計画の策定支援を実施する。支援にあたっては、事業者自身が自走化

できるよう内発的動機付けを行いながら事業者が主体となった事業計画の策定を

目指す。 

5. 事業計画策定後の実施支援 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業

者の売上や利益の増加を実現する。 



6. 新たな需要の開拓支援 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的として、展示会・商談会の出展支援や IT

を使った販路開拓の支援（「チーム米子」による情報発信や「おもてなしギフト

ショップ」の出店支援）を実施する。 

連絡先 米子商工会議所 産業振興部 産業振興課 

〒683-0823 鳥取県 米子市加茂町 2-204  

TEL:0859-22-5131 FAX:0859-22-1897 

e-mail:cci@yonago.net 

米子市 経済部 商工課 

〒683-8686 鳥取県 米子市加茂町 1-1  

TEL:0859-23-5217 FAX:0859-23-5354 

e-mail:shoko@city.yonago.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 米子市の概況 

米子市（以下、当市）は、鳥取県の西部、山陰のほぼ中央に位置し、南東に中国地方最高峰の「大山」、

北に「日本海」、西にコハクチョウ渡来南限地でラムサール条約登録の「中海」を有する、豊かな自然環

境に恵まれた街である。面積は、132.42平方キロメートルである。 

市の大半は平坦な地形で、東にある標高 751.4メートルの孝霊山とそれに連なる大山の山すそ、また南

部に標高 100メートル程度の山が点在する程度である。この一帯には、大山や中国山地に源を発する日野

川のほか、法勝寺川、佐陀川、宇田川などが流れ、日本海へと注いでいる。 

道路、鉄道、空港などの利便性も高く、山陰鉄道発祥の地の歴史を誇る「米子駅」を中心とする鉄道網

や高速道路（米子道・山陰道）、国道などの道路網が整備されている。また、市内には空港（米子空港）

があり、さらに港を持つ境港市と隣接しているため、陸・海・空いずれにおいても便利なアクセス環境等

から、山陰の玄関口と呼ばれる交通の要衝である。 

これらの特色から、当市は、古くから地域の交通結節点・宿泊拠点、人の行き来が盛んな「山陰の商都」

として栄えてきた。そのため、米子市民は明るく開放的で、外からの移住者を快く受け入れる気質がある。 

また、市の特色として、鳥取大学医学部付属病院をはじめ医療機関が充実していることが挙げられ、高

齢者にも子育て世帯にもやさしい環境が整っている。企業、商店等が集積する市街地と住宅地や農地があ

る郊外など、同じ市内でも地域により特徴があり、それらがうまく融合している暮らしやすい街である。 
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オ 観光入込客数（実人数）の推移（米子・皆生温泉周辺） 

当市を含む、米子・皆生温泉周辺の令和 3（2021）年の観光入込客数は 68.9万人である。推移をみると、

平成 24（2012）年以降減少傾向であり、さらに、令和 2（2020）年の新型コロナウイルス感染症の影響で

急減している状況となっている。 
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出典：鳥取県 交流人口拡大本部 観光交流局 観光戦略課「観光客入込動態調査」 

 

カ 産業 

(a)業種別の商工業者数（小規模事業者数）の推移 

米子市における当所管内の人口比率は約 9 割となっている。そのため、事業所数（小規模事業所数）に

おいても、米子市全体の事業所数（小規模事業所数）と当所管内の事業所数（小規模事業所数）では差が

少ないものと考えられる。そこで、ここでは米子市全体の事業所数（小規模事業所数）を当所管内の事業

所数（小規模事業所数）とみなす。 

当市の事業所数は平成 24年が 1,919社、平成 28年が 1,829 社である。 

また、小規模事業所数は、平成 24年が 1,521 者、平成 28 年が 1,430者であり、4 年間で△6.0％となっ

ている。業種別にみると製造業や卸・小売業の減少数が大きく、医療、福祉は増加している。 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 244 303 6 486 236 95 391 158 1,919
小規模事業所数 229 245 4 372 173 41 314 143 1,521

平成28年
事業所数 237 271 5 454 222 116 386 138 1,829
小規模事業所数 220 210 4 345 165 52 308 126 1,430

増減(H28年-H24年）
事業所数 △7 △32 △1 △32 △14 21 △5 △20 △ 90

増減割合 △2.9% △10.6% △16.7% △6.6% △5.9% 22.1% △1.3% △12.7% △4.7%
小規模事業所数 △9 △35 0 △27 △8 11 △6 △17 △ 91

増減割合 △3.9% △14.3% 0.0% △7.3% △4.6% 26.8% △1.9% △11.9% △6.0%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

 

(b)業種別の課題（経営課題） 

ⅰ_商業 

市内では大型スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストア等の県外大手チェーン店の進出が進ん

でいる。そのため、市内の消費者を対象に商品・サービスの提供を行っている既存事業者は、顧客流出に

よる売上減少が進み、廃業するケースもみられる。これに加えて、ネット通販が新型コロナウイルス感染

症の拡大により今まで以上に一般的になり事業者の経営に影響を与えている。 

 市内小規模事業者においては、大手チェーン店との差別化や、ネット通販等との競合に対する自社のポ
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ジショニング（どの点においてネット通販よりも価値を提供できるのか）の確立及び当該ポジションによ

る新たな需要の獲得、IT等の利活用などによる稼ぐ力の向上が課題となっている。 

 

ⅱ_工業 

米子市内には約 150の様々な業種の工場があり、従業員数はおよそ 5,800人に上る。なかでも食料品関

連の工場が多く、3 分の１にあたる約 2,100 人が従事している。その他にも製紙・印刷・鉄工等の各分野

で高い技術や独自の技術を持つ事業者が存在している。 

一方で生産年齢人口の高齢化や若年層の人口流出に起因する人手不足の問題から、技術の承継が課題と

なっており、特に小規模事業者においては事業継続に関わる大きな課題となっている。製造工程における

機械化・自動化をはじめ、デジタル技術を活用した生産性や品質の向上など、設備・IT 投資を進めていく

事も課題となっている。 

 

ⅲ_観光業 

米子・皆生温泉周辺の入込客数は年々減少しており、特に新型コロナウイルス感染症の発生以後、当市

の主要産業の一つでもある観光は厳しい状況にあるといえる。主要観光地である皆生温泉の入湯客数につ

いては例年 40 万人程度であったが、令和 2 年には 20 万人、令和 3 年は 23 万人となり、休業する旅館も

多く見受けられた。国内観光客の動きが戻りつつあり、インバウンドも近い将来回復が見込まれるものの、

当面は厳しい状況が続くことが予測される。こうした状況下では、地域が一体となって下支えをし、コロ

ナ後に向けた素地を固め、状況に応じた観光振興が重要となる。 

 

キ 米子市まちづくりビジョン（第 4次米子市総合計画及び第 2期米子市地方創生総合戦略） 

 令和 2 年 3月に公表された、米子市まちづくりビジョン（第 4次米子市総合計画及び第 2期米子市地方

創生総合戦略）の商工・観光部分は以下のとおりである。 

■基本構想（令和 2（2020）年度～令和 11（2029）年度） 

市の将来像 『住んで楽しいまち よなご』 ～新商都米子の創造に向けて～ 

まちづくりの基本目標 4 地産外商・所得向上のまちづくり 

5 歴史と文化に根差したまちづくり 

■基本計画（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度） 

4 地産外商・所得向上のまちづくり 5 歴史と文化に根差したまちづくり 

4-1 地元企業の振興と地域産業の活性化 

4-2 成長産業の育成と新産業の創出 

4-3 企業誘致の推進 

4-4 雇用の安定と確保 

4-5 皆生温泉のまちづくり 

4-6 地域資源を活用した観光施策の推進 

4-7 広域連携による観光振興 

4-8 インバウンド対策の推進 

5-1 米子城跡の保存・活用・整備と魅力発信 

5-2 芸術文化活動の推進 

5-3 淀江地域における歴史・地域資源の活用 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、これまでは増加～横ばい傾向にあった人口が、今後は減少傾向に転じることが見

込まれている。小規模事業者においては、人口減少による消費の減衰への対応が課題となる。 

さらに、年齢 3区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、この変化へ

の対応が課題となる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測されることか

ら、ITの利活用等による生産性の向上が課題である。 

特産品では、当市には、豊かな自然で育まれた多くの特産品がある。小規模事業者においても、これら

特産品を活用した商品等の開発・販売が期待されている。 

観光面では、当市は山陰鉄道発祥の地の歴史を誇る「米子駅」を中心とする鉄道網や高速道路（米子道・

山陰道）、国道などの道路網が整備されている。また、市内には空港（米子空港）があり、さらに港を持
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つ境港市と隣接しているため、陸・海・空いずれにおいても便利なアクセス環境にある。そのため、近年

は減少しているものの観光客も多いことから、小規模事業者においてもこの観光需要の獲得が課題とな

る。 

業種別の事業所数の推移をみると、小規模事業所数は、平成 24 年が 1,521者、平成 28年が 1,430 者で

あり、4年間で△6.0％となっている。業種別にみると製造業や卸・小売業の減少件数が大きくなっている。

近年の創業希望者の状況をみても、これらの業種での創業はほとんどみられないことから、地域の活力維

持のために、既存の製造業や卸・小売業の経営改善や事業承継による事業所数の維持が課題となる。 

業種別の課題をみると、大手チェーン店との差別化や、ネット通販等との競合に対する自社のポジショ

ニング（どの点においてネット通販よりも価値を提供できるのか）の確立及び当該ポジションによる新た

な需要の獲得、IT等の利活用などによる稼ぐ力の向上が課題となっている。 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

これまでの現状と課題を踏まえ、小規模事業者の長期的な振興のあり方を以下のとおり定める。また、

当所としてもこれを実現すべく重点的に支援を実施する。 

 

ア 小規模事業者が、自社の強みを活かし、競争力を強化させていること 

小規模事業者が持続的経営を行うためには、競争相手である大手チェーン店やネット通販等との差別

化を図り、強みを活かして競争力を強化する必要がある。これを実現するために、小規模事業者自身

が自社の強み・弱み等の経営状況を把握し、自社の強みを活かした経営に転換している姿を目指す。 

 

イ 小規模事業者が、市外の新たな市場を開拓し、外貨を獲得していること 

 今後、管内の人口が減少することを見据えると、小規模事業者においても、これまでのように市内で

のみ販売を行うのでなく、市外への販売も視野に入れる必要がある。そこで、小規模事業者が市外（観

光客含む）の新たな市場を開拓し、外貨を獲得している姿を目指す。 

 

 ウ 小規模事業者が、デジタル技術・データを活用し、稼ぐ力を向上させていること 

上記「ア」「イ」の実現のためには IT の活用が有効であるが、管内の小規模事業者は IT 活用が十分

でない。そこで、小規模事業者がデジタル技術やデータの活用により、生産性向上や販路開拓（商圏

の拡大等）を実現している姿を目指す。 

 

②米子市まちづくりビジョンとの連動性・整合性 

米子市まちづくりビジョン（第 4 次米子市総合計画及び第 2期米子市地方創生総合戦略）では、商業振

興のテーマとして、「地産外商・所得向上のまちづくり」を掲げている。 

前項「ア」「イ」「ウ」は「所得向上のまちづくり」、前項「イ」「ウ」は「地産外商のまちづくり」にそ

れぞれ寄与する目標であり、連動性・整合性がある。 

 

③商工会議所としての役割 

当所は、明治 24 年に現在の米子商工会議所の基となる組織が設立されて以降、約 130 年にわたり商工

業の発展と地域の活性化につながる活動を行ってきた。 

第 2期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 3 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 2期経営発達支援計画） 

目標①：収益性の向上 

 実施方針：地域経済を支える小規模事業者・中小企業者に対し、新事業展開・生産性向上・販路開拓

等の成長に向けた挑戦のサポートを、経営分析・事業計画策定・計画策定後の支援につい

て一貫して実施し、事業者の収益向上を実現する。 

目標②：事業所数の増加 

 実施方針：創業支援による当地域の特性を活かした産業創出、また廃業低減につながる事業承継・事
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業継続計画策定支援を通じて事業所数の増加を図る。 

目標③：地域経済活性化 

 実施方針：行政や関係機関との連携を強化し、中心市街地の活性化や広域連携による観光振興事業を

推進し、賑わいの創出による地域経済の活性化を実現する。交通基盤の整備については、

米子自動車道の 4車線化に向けての活動を行うことで、観光・物流面における機能性の向

上を実現し、地域経済の活性化を図る。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

【目標①】 

     小規模事業者の競争力の強化を支援することにより、地域全体での所得向上を実現する 

 

【目標②】 

 小規模事業者のデジタル技術・データ活用による生産性向上や販売促進・販路開拓を支援することによ

り、地域全体での稼ぐ力の向上を実現する 

 

【目標③】 

 小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の

力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①】 

  小規模事業者の競争力の強化を支援することにより、地域全体での所得向上を実現する 
 

【目標①達成のための方針】 

小規模事業者の競争力強化のために、まずは経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかに

する。経営分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を

通じて経営の本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。同時に、地域経済分析システム

（RESAS）による地域データの分析を通じて外部環境を整理する。また、消費者ニーズに適合した商品

づくりに向けて消費者・バイヤーの両方を対象としたマーケティング調査を実施する。これらの分析結

果を活用しながら、具体的な競争力強化の方向性を定め、結果を事業計画にまとめる。さらに、策定後

は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。 

 

【目標②】 

  小規模事業者のデジタル技術・データ活用による生産性向上や販売促進・販路開拓を支援することに

より、地域全体での稼ぐ力の向上を実現する 

 

【目標②達成のための方針】 

デジタル技術・データ活用に関する意識の醸成や基礎知識を習得し、実際にデジタル活用等の取組を

推進していくことを目的に IT 関連セミナー・IT経営相談会の開催や IT 専門家派遣を実施する。また、

デジタルを活用した販路開拓への取組意欲が高い事業者に対しては、「チーム米子」での情報発信や「お

もてなしギフトショップ」への出店支援、経営指導員や IT 専門家による個社支援を実施する。これら

の支援を実現するため、経営指導員が DX（デジタル・トランスフォーメーション）や IT 利活用支援に

関する資質向上を行い、実行力を向上させる。 

 

【目標③】 

  小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者

の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

 

【目標③達成のための方針】 

 経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援

を実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話

を通じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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なお、事業計画において、DXや ITツールの活用を促進するため、主に事業計画策定に

意欲的な事業者を対象に IT 関連セミナー・IT 経営相談会の開催や IT 専門家派遣を実

施する。 

■IT関連セミナー 

対象事業者 すべての事業者を対象とするが、事業計画策定に意欲的な事業者に

対しては個別に周知を行う。 

募集方法 チラシ・ホームページ・巡回等による周知、関連機関による周知 

回数 年 1回 

講師 地元 IT専門家 

カリキュラム 毎回、時流に合った IT 関連テーマを定め、セミナーを開催する。な

お、カリキュラムのなかで、DX総論、DX 関連技術（クラウドサービ

ス、AI等）、各種 ITツール紹介等の総論的な内容も紹介する。 

想定参加者数 30 人/回 

 

■IT経営相談会 

対象事業者 すべての事業者を対象とするが、事業計画策定に意欲的な事業者に

対しては個別に周知を行う。 

募集方法 チラシ・ホームページ・巡回等による周知、関連機関による周知 

回数 月 1回 

講師 地元 IT専門家 

相談できる 

内容 

リモートワークを導入したい/ペーパーレス化を進めたい/IT によ

る業務改善/最新 ITツールが知りたい等の IT に関する困りごと 

想定参加者数 3 人/日 

  

 

 

7.事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)現状と課題 

【現状】 

現状、事業計画策定後のフォローアップについて、売上・利益の増加といったアウトカムにまで着目し

たフォローアップを十分に実施できていなかった。 

 

【課題】 

今後は、事業計画を策定したすべての事業者を対象に、原則四半期ごとにフォローアップを実施する。

そのなかで、事業計画を実施する上で発生した経営課題等に対し、事業者と一緒になって解決を図る。こ

れらの支援を通じて、支援事業者の売上や利益の増加を実現することが課題である。 

 

(2)支援に対する考え方 

計画策定を支援したすべての事業者を対象に、四半期ごとのフォローアップを実施する。これにより、

事業計画では、フォローアップ対象事業者の売上増加割合が 20％、経常利益増加割合が 15％（売上増加

事業者と経常利益増加事業者は重複する場合もある）になることを目標とする。 

フォローアップにあたっては、自走化を意識し、小規模事業者自身が「答え」を見いだすこと、対話を

通じてよく考えること、事業者と従業員が一緒に作業を行うことで当事者意識を持って取り組むことなど

に重点をおいた支援を行い、計画の進捗フォローアップを通じて事業者への内発的動機付けを行い、潜在

力の発揮に繋げる。 

 

 

(3)目標 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 4 年 11月現在】 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※（  ）の標記は鳥取県小規模事業者等経営支援交付金交付要綱による呼称 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名：八幡 浩史 

連絡先：米子商工会議所 TEL. 0859-22-5131 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒683-0823 

鳥取県米子市加茂町 2 丁目 204番地 

米子商工会議所 産業振興部 産業振興課 

TEL：  0859-22-5131 ／ FAX： 0859-22-1897 

E-mail： cci@yonago.net 

 

②関係市町村 

〒683-8686 

鳥取県米子市加茂町 1 丁目 1 番地 

米子市 経済部 商工課 

TEL： 0859-23-5217 ／ FAX： 0859-23-5354 

E-mail： shoko@city.yonago.lg.jp 

事務局長 

専務理事 

産業振興部 

法定経営指導員（経営支援専門員） １名 

経営指導員（経営支援専門員）   ４名 

補助員（経営支援員）       ２名 

臨時職員             ３名 

米子市商工課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

必要な資金の額 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 

 講習会等開催費 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

 専門家活用事業費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 ビジネスチャンス創出事業費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 研修費 800 800 800 800 800 

       

       

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県交付金、県補助金、市委託費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


